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用意アど―ルに47名 の■日 ′

前回のニュースで「 (パートの)均等待遇の法制化を求める 2003人緊急アピール」を発表し、賛同を

訴えましたところ、2月 中に全国各地から4487名の賛同が集まりました。厚生労働省の審議会の動き

に合わせ、2月 17日 には4000名 を越える賛同者の名簿を持って厚労省雇用均等 0児童家庭局長と面

談し、アピールヘの賛同にこめられた労働者の要望を、労働大臣に伝えて欲しいと強く申し入れまし

た。賛同者には、パー ト、派遣、契約、アルバイ トが目立ちましたが、非常勤、臨時職員、嘱託など

公務のリト正規雇用者もかなりの数に上りました。公務員や会社員も多く、労働組合や女性団体の役員

やメンバーは、いわゆる系列や党派を越えて賛同を寄せてくれました。また弁護士、研究者、国会議

員、地方議員、その他専門職の方から年金生活者、退職者、失業者など雇用や立場に関わりなく非常

に幅広い方々から賛同をいただき、パー トをはじめ非正規労働者の均等待遇を求める切実な思いを感

じました。3月 に入つてから、労働組合を通して新たに 5672名の賛同が追加され、これを含めると 1

万人を越えます。ご協力ありがとうございました。この力をぜひ生かしていきましょう。

労敗審日会颯僣霧告は、夕財政正のみ

パー ト労働の均等処遇をめぐって、昨年9月 から続けられてきた厚労省の労政審議会。雇用均等分科

会の審議は、3月 18日 、報告書をまとめて終了しました(別掲参照)。 それによれば、均等待遇の法制

化はせず、指針の改正によって行政指導を強めるというもので、実効性が期待できるものではありま

せん。これに対し労働側委員は、「均等待遇原則の法制化を明らかにしないのは、パー ト労働者の期待

を裏切るもの。強制力を持たない努力義務規定の下では処遇改善は期待できない」との意見書を提出し、
「意見書つきの報告書」となりました。今後は、法案上程をめぐって、舞台は国会に移ります。

ノf― 卜

…

務 麦

昨年 4月 から、非正規労働者の均等処遇について議論を重ねてきたパート議連は、3月 25日 、報告

会を開き、パート労働法を改正する法律案要綱を発表しました(裏面に「要綱(試案)」 )。 法律の名称を

雇用管理法からパー ト労働者の権利法に改め、均等待遇を明記し、フルとパー トの双方向の転換措置

を講じる他、違反した企業に対する制裁や入札および契約についての制限など、主張は明快です。一

方、民主党は連合の要請を受けて独自の法案作成に着手しており、民主、自由、社民の 3党案として

上程したいとの意向を表明し、共産党は独自に法案を上程する見込みとのことです。パー ト議連とし

てはこの法案要綱をあるべき姿を示すものとして大事にし、今後も公務臨職問題などで共同作業を進

め、パイオニアとしての役割を果たしていきたいとの決意表明がありました。

以 臓 旭 隣 郷こ向けての政党アンタートを実施 しました。 務解冒J劇印
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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 (試案 )

(パートタイム労働法)                パー ト議連 3月 25日発表

第一 題名

題名を「短時間労働者等と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律」に改めるものとするこ

と。

第二 目的

この法律は、短時間労働者等について、通常の労働者との均等な待遇の確保を図り、並びに適正な労働

条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置を講ずるとともに、

職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講 じ、もってその福祉の増進を図ることを目的とするものと

すること。

第三 定義

この法律において「短時間労働者等」とは、短時間労働者その他の同一の事業所に雇用される通常の労

働者以外の労働者をいうものとすること。

第四 対象者の拡大

この法律が適用される対象者を短時間労働者等に拡大するものとすること。

第五 短時間労働者等と通常の労働者との均等な待遇の確保等

一 均等待遇

事業主は賃金、休暇、教育訓練、福利厚生、解雇、退職その他の労働条件について、労働者が短時間

労働者等であることを理由として、通常の労働者と差別的取扱いをしてはならないものとすること。

二 通常の労働者への応募機会の付与等

1 事業主は、通常の労働者を募集しようとするときは、現に雇用する同種の業務に従事する短時間労

働者等であって通常の労働者として雇用されることを希望するものに対し、これに応募する機会を優先

的に与えなければ成らないものとすること。

2 事業主は、通常の労働者について、子の養育、家族の介護、その職業能力の開発その他の厚生労働

省令で定める事由のために、当該労働者の申出に係る期間、短時間労働者として雇用するための措置を

講ずるように努めなければならないものとすること。

三 指針

1 厚生労働大臣は、原稿の指針に定めるべき事項に加え、一及び二の事項に関し、事業者事業主が適

切に対処するために必要な指針を定めるものとすること。

2 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければ

ならないものとすること。

3 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないものとすること。

四 報告の徴収及び公表

1 厚生労働大臣は、短時間労働者等と通常の労働者との均等な待遇の確保又は短時間労働者等の雇用

管理の改善を図るため必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若し

くは勧告をすることができるものとすること。

2 厚生労働大臣は、一または二の 1に違反している事業主に対し、1による勧告をした場合において、

その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。

五 苦情の自主的解決

事業主は、苦情処理機関 (略)を設ける等短時間労働者等から申出を受けた苦情の自主的な解決を図

るために必要な措置を講 じるように努めなければならないものとすること。

第六 国の物品及び役務の調達に係る入札及び契約のあり方の検討

政府は、短時間労働者等と通常の労働者との均等な待遇の確保に資すため、国の物品及び役務の調達に

係る入札および契約の在り方について、事業主による第五の一の遵守が確保される観点から検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

第七 施行期日等  (略 )
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北から南から 非正規雇用の差別に挑む女性たち

コ繁G″Zα″―ハ=派遣春■ (全国ユニオン会長 鴨 桃代)

どこでも講 でも蹴絆ゴ2θ θ用 賄 H理 由のない有期層用の楽壼 ′

全国コミュニティ・ユニオン連合会 (略 :全国ユニオン)は、初春闘の真っ只中にいる。2月 8～ 9日 に春闘
セミナーを行い、パー ト・派遣の均等待遇をめざす春間の要求を確認した。女性パー トの平均時給は 890円。
一時金はほとんどなく、年間 2000時間働いても年収 200万 円にもな らず。憲法 25条 に基づく生活保護基準
は 4人家族であれば年間 240万 円。2000時間で割った 1200円 を最低要求とした。チラシ、ポスターを作成
し、進行中の労働法制の改悪反対とセットで、各ユニオンがホットライン、集会など工夫を凝 らし、全国ア
クションを展開した。

札幌地区ユニオンは、パー トアンケー トを実施し、札幌市に対し労基法・労組法違反を繰 り返す事業主に
ついては、市の公的施設の業務を受注すべきではない、その旨を入札条件に明示すべきと「リビングウェジ」
要求に取 り組んだ。なのはなユニオンは、2月 15日 、4駅頭でチラシ「パー ト時給 1200円 は高いか ?」 で
宣伝活動。「高い」「夢」などの反応がかえるので、「高すぎるのではなく、現状が低すぎる」という話しがで
きた。事業所閉鎖・解雇、契約解除など、32人で闘争交流会を行い、終了。

2月 27日 には、全国ユニオン、全国ネッ ト、首都圏ネットの約 150人 の仲間が、一日共同行動で都内を歩
き回った。神戸の仲間は、県下をパー トキャラバンで回った宣伝カーでかけつけた。契約社員解雇の TBSヘ
の抗議行動 「ウル トラマン、助けて !」 に始まり、厚生労働省前の抗議集会など、そしておいしいピールで

終了.翌 28日 は、連合主催の『女性アクション』に参加。

リス トラ、契約解除、日前のたたかいにも追われ、行動あるのみの春闘。折返し点を迎え、遅ればせなが
らできあがったリーフを手に、あきらめず に要求実現の声をあげていきたい。

自治労臨時 ″≠ 漕勁事鷹膚         (全 国協議会議長 中谷紀子 )

私たちの念願であった全国協議会が、 10年の歳月を経てようやく結成を迎えることができた。6県本部か
らなる幹事体制で交流集会の開催や、総務省 (自 治省)交渉、連合パー ト集会などの各種集会参加や、要請
があれば講師として各県に行くなどの行動を行ってきた。

私たちは、地方公務員法に当てはまらない脱法的な任用をされ、人件費ではない物品費の中で処理されて
お り人間扱いされていない。また、労働基準法やパー ト労働法も適用除外され、雇用不安をいつも抱え、賃
金・労働条件だけでなく人間としても差別 される理不尽な扱いを受けている。1990年度の組織調査では 20

万人だったのが 2000年 には 31万人に、今では 35万人を超えている。組織化は進まず、幹事体制は 10県本
部になったが組織率は 7.9%か ら 6.9%に下がっている。自治体の財政悪化の中で正規職員の労働条件が下げ
られていく中、同じ仕事をしている私たちの労働条件を改善しないかぎり、低きに流れるのは自然である.

このような状況から脱却するためにも組織化は必要であり、法としての主旨が大きく乖離してきた地方公務

員制度の整備が求められる。

私たちは、憲法 25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」や、14条の「法の下の平等」、また
日本も批准している IL0100号条約 (同一価値労働同一賃金)に基づき、賃金・労働条件の改善に向けたたか
い続けてきた。その中で正規職員との均等待遇を勝ち取る組合も出てきたが、まだほんの一部である。

景気低迷の中で解雇の嵐が吹き荒れ、労働基準法の改正と私たちを取 り巻く情勢は厳しくなっている。協
議会に寄せられる期待は大きく責任の重さを感じている。自らの問題を自らの手でたたかい、一人の労働者
として当たり前のことを当た り前に言える世の中にするため、あきらめずしぶとく闘い続ける。

誠 月哺胃町務勘万

“

助EZ… 鷹雇輝助露 (女性ユニオン東京)

国立情報学研究所 (学術情報センターよ り改組)では、本年 1月 22日 に一部の非常勤職員に対し「それ
まで任期を付されていなかった平成 12年 4月 1日 以前より在職している時間雇用非常勤職員 (事務系)の
雇用期間については、一律に平成 12年 4月 1日 を始期とする最長 3年間の雇用期間とすることとなった」
という取 り決めを理由として、 3月 31日 をもっての雇い止め (実質解雇)が通告された。

しかし、私たちは採用時に「形式的には 1年 ごとに任期を更新する形を取るが、年度を越えて継続して勤
めることができるし定年もない」との説明を受けており、「今回の雇止めには納得できない」として、急遠、

国立情報学研究所非常勤職員組合を結成し交渉を申入れたが、当局は現時点では一度 「予備交渉」に応じた
のみで、解雇の撤回にはいたっていない。

また、予備交渉の席上、当局側の出席者である総務課長より「慣例・慣習により3年間の任用期限を付し

た」との明言や、今回の雇止めの理由として 「非常勤職員の給与が研究費を圧迫している」などの発言があ
ったにもかかわ らず、「来年度より10名前後の非常勤職員を新たに雇用するため既に面接が行われた」など

と説明し、雇止めには全く合理性がないことが明らかになった。
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私たちには国家公務員法が適用されるため、「法の狭間」で労働基準法を下回る扱いを受けることさえ少な

くない。私たちはあくまでも、雇止めの撤回を求めて活動を続けていく。

″ 費翡″ζ認        り (法律扶助協会 契約職員T)

私たち 3人の雇止めについては、昨年 8月 のアクションニュース No.8「有期雇用をめぐって 2つの裁判」

の中で、法律扶助協会雇止め事件として紹介していただいた。昨年 3月 の雇止めから早 1年。弁護団の先生

方を始め、多くの方々のご支援により、本年 1月 か ら職場復帰することが出来た。お礼申し上げます。

昨年末に、職場復帰及び未払賃金の支給を含む和解が成立、それぞれ元の職場への復帰を果たしたが、今

年 2月 の 2種正職員への登用試験は受験者 4人 中 3人合格で、私自身は残念な結果となってしまった。来年
の受験資格は与えられておらず、先日、待遇改善や受験について要望を出したが、まだ返答はない。

一息つく暇もなく、私は労働条件や受験資格について、他の 2人は初任給 (こ の表現も??)や 待遇につ

いて、引続き交渉していかねばならない。相変わ らず 1種 と2種、正職員と契約職員の待遇には大きな開き

があり、今後の課題は山積みである。

私は現在、ただ一人契約職員の組合員ということで、組合の集会へ参加し春闘での共闘を希望してきたが、

結局組合は正職員の組織という意識が根強く、共闘にはならなかった。同じように組合費を払っていても、

同じ土俵には立てないようだ。雇止め通告の時も金銭解決のみならば組合として交渉するとの回答だけだっ

たし、これ以上望むのは難しいのかも知れない。

職場復帰がゴールではないことは承知していたので、今後も雇用主側の理不尽な対応には断固抗議してい

くつもりだ。少しでも働きやすく、労働に見合った対価を手にするために。労働は生活の源であり、また、

生き甲斐に繋がるもの。雇用主側が労働者 (と りわけ弱者である有期雇用者)の立場をもう少し考えてくれ

るなら争いも起きないのだろうが、早急な法の整備を願わずにはいられない。

政■壁ウターζ″ζ (福岡市女性協会ユニオン執行委員長 高木美砂子 )

私は、 8年前から女性センターの図書で司書として働いている週 30時間勤務のパー トの専門職嘱託職員

である。図書室にはフルタイムの司書職員はいない。女性問題関連のさまざまな図書業務の現場のほとんど

を、週 30時間勤務の司書 4名 と臨時職員 1名で担っている。そんな中、「5年で雇い止め」が 3年前に生じ

た。私は当事者だった。この問題は、私ひとりだけの問題ではない、後に続 く同じ立場の嘱託職員、さらに

は不安的な身分で働く女性たちの問題に繋がっている、それを阻止しようと職場にユニオンが生まれた。私

たちのように、基幹的業務を担っている所でパー トが増え始めている。だか ら、女性が主体になったユニオ

ンが今こそ必要なのだと実感する。何故ならユニオン効果で翌年度さらにその次の年そして今年と、 3回 目
の「雇い止め」を跳ね返すことができ、私は来年度 も働き続けることができるようになったからだ。とはい

え、毎年すごいス トレスである。

今年度 「女性センターの未来を考える」という「提言書」を作成した。これはユニオン、自治労県本部、

弁護士など各分野の専門家とともに「女性センターの未来を考える検討委員会」を結成して、「女性センター

の今後の使命と役割」を練り上げ、理事長 (市の助役)や市長へ公式に手渡 し、男女共同参画社会基本法の

立役者である大沢真理さんとのユニオン主催のシンポジウムヘと繋げた。福岡市でも「男女共同参画推進懇

話会」が今年 1月 に発足し条例づくりが始まり、その中に「女性センターのあり方検討部会」も作 られ、よ

うやく女性センターの未来を検討する時代が来た。 このチャンスを仲間と一緒に最大限活かしていきたい。

午

「均等待遇アクション 2003」 新年度の賛 同をお願 い致 します。

均等待遇アクション 2003は、賛同者の皆様の賛同費のみで運営しております。賛同費は、郵送料、

通信料、資料作成費、印刷費、事務用品費、アルバイト料などに使います。

賛同は、毎年更新ですので、たびたびのお願いで恐縮ですが、2003年度もぜひご賛同をお願い

します。ご送金は同封の振込用紙をお使い下さい。

(郵便振替日座番号 00150-8-177861 均等待遇アクション2003実行委員会)

賛同の意志表示またはお振込みいただいた方のお名前は、ニュースと一緒に賛同者名簿でお知らせ

します。どうしても匿名をご希望の方はご一報下さい。

なお、3月 はさまざまな活動が込み合っていて、2002年度の会計報告が間に合いませんでした。3

月末残高は、約 30万円ですが、詳しい会計報告は次回ニュースでお知らせします。
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私たちの身近に、正社員でない労働者が増えています (も

しか したら、あなたも?)。 中高年者の失業に加え、新卒

の若者できえ、正社員として就職できず、派遣やフリータ

ーとして働くことを余儀な くされています。2002年末の

政府統計によれば、非正社員の数は 15∞ 万人を越え、雇

用労働者の 3人にひとり。女性では、半数以上が非正社員

となりました。

私たちが 2月 末に行つた政党アンケー トでは、与野党す

べての党が、正社員と非正社員の間の賃金や休暇などの待

遇格差は改善すべきだと答えています (自 民は回答保冒)。

民主、共産、社民、公明各党は、そのために、法律に均等

処遇のルールを規定 し、それに基づき行政指導を強化すべ

きだとしています。

57名 の野党議員か らなるパー ト議連 (略称)は、パー

トなど非正規雇用者の均等待遇を実現するため、3月 25日 、

今年 7月 、女性差別撤廃条約の実施状況について、国連

の女性差別撤廃委員会 (CEDAW)で 日本政府の 4年に 1回

の報告書が審議されます。均等待遇アクション2∞3は、

他の NGOと 一緒に、CEDAWに独自の報告書を送 り、形式的

な政府報告だけでな く実態をしつかり見て欲 しいと訴えま

した。私たちは「労働Jの分野を担当し、①問接差別禁止

の立法化 ②男女雇用機会均等法の改正 ③パート労働法

均等待遇アクション2003は 、2003年までに問接差

別禁止と均等待遇を関連法に組みこませること、それによ

り、雇用形態の違いによる差別禁止を実現させることをめ

ざして活動しているグループです。今年こそ、パー トの均

等待遇法制化を実現するチヤンスです.皆さん、今日会で

の法制化をめざして一緒にがんばりましょう。

パー ト労働法の抜本的な改正を求める法律案要綱を発表し

ました (裏面に掲載 )。 何 としても、この国会で均等待遇

の法制化を 1と 訴えてきたパー トなど非正規労働者の声が

反映されたのです。共産党は 4月 18日 、この法案要綱に

近い「パー ト・有期労働者均等待遺法案 Jを参議院に提出

しました。民主、自由、社民 3党も、共同でパー トの均等

待遇を求める法案を上程する準備を進めています。

に均等待遇を明記 ④同一価値労働同一賃金の実現 ⑤性

に中立な社会保障制度 を要求しました。

経済のグローバリゼーションが進む中、国際競争が激し

くなり、企業はコス ト削減に必死です。それが労働者の解

雇や非正規雇用化、権利剥奪につながつています。

競争ではなく連帯を !今 こそ国際連帯を掲げたメーデー

の意味を確認し合うときではないてしょうか.

越
Å

均 等 待 遇 ア ク シ ョ ン 2003
連絡先 :359-1151所沢市若狭3-2555-15  Tel&Fax:042-949-5231
Eメール:kinto20000Japan elnall_ne 」p    ホームヘ

・―シ
゛
 : http://―  ne jp/asahi/kintO/2000/
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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (パー トタイム労働法)

第二  目的

この法律は、短時間労働者等について、通常の労働者との

均等な特通の確保をロリ.並びに適正な労働条件の確保及び

散青讀線の実施.福利厚生の力案その他の雇用管理の改書に

関する措置を請するとともに、職業籠力の開発及び向上等に

関する情電年を講じ、もつてその福社の増進を目ることを目

的とするものとすること。

第 四 対象者の拡 大

この法律翻 される対彙者を短時間労●者等に拡大する

ものとすること。

第二 定義

このま律において『短時間労●者等』

とはぃ短時間労■者その他0同一の事

業所に層用される通常の労働者以外の

労●者をいうものとすること。

第五 短時間労働者等と通常の労働者との均等な待遇の確保等

― 均等待遺

事業主は■金、休暇、教育副練.福利厚生、

解層、退職その他の労働条件について、労働者

が短時間労●者等てあることを理由として、通

常の労働者と差別的取扱いをしてはならないも

のとすること。

三 指針

1 厚生労饉大臣は、原稿の指針に定めるべき

事項に加え、一及び二の事項に関し、事業者

事業主が強切に対処するために必要な指針を

定めるものとすること。

2 厚生労●大臣は、指針を定めるに当たつて

は、あらかじめ、労曇政策審議会の意見を聴

かなければならないものとすること。

3 厚生壼働大臣:=指針を定めたときは、運

滞なく、これを公表しなければならないもの

とすること。

五 苦情の自主的解決

事業主は、苦情処理機関 (略)を設ける等短

時間労曇者等から申出を受けた苦倍の自主的な

解決を国るために必要な措量を請じるように努

めなければならないものとすること。

二 通常の労慟者への応募機会の付与等

1 事業主は、■
'0労

慟嗜を募集しようとするときは、

現に雇用する目種の業務に従事する短時間労●者等であ

って通常090者として雇用されることを希望するもの

に対し,これに6募する機会を優先的に与えなけれlfr

らないものとすること。

2 事業主は、通常0労働者について、子の養青、家族の

介饉、その職葉能力の開発その他の厚‐ ●●令で定め

る事由のために、当腋労慟者の申出に係る期間、短時間

労働者として三用するための構置を講するように勢めな

けれはならないものとすること。

四 報告の徴収及び公表

1 厚生労慟大臣は、短時目労働者毎と通常の労饉者との

均等な待選0確保又は短時目労働者等の雇用管理の改善

を目るため必要があると認bる ときは、事業主に対して、

報告を求め、又は助言、指導若しくは鶴告をすることが

できるものとすること。

2 厚生労働大臣は、一または二の1に違反している事業

主に対し、1による働告をした場合において、その働着

を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表

することができるものとすること。

第六 日の物品及び役務の調達に係る入札及び契約のあり方の検討

政府は.短時間労働者等と菫常の労働者との均等な待遇の柱保に童すため、日の物品及

び投務の調達に係る入札および契約の在り方について、事業主による第五の一の連守が確

保される観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置をおずるものとすること。



この喜びは女性みんなのもの

野崎光枝

勝訴の瞬間から今日に到るまで、多<の女性たちの心

からの喜びの言葉を聞いた。涙饗勁べて瞭かJまりね お

睫 〕「ホント、よかっ,コ。私はそのことに毎日感動し

てい&当 然ながらこれは私個人のことではなく、女性たち

の問題だったのだと改めて思う。

判決文にあ& 「― a13ど裔曲U虫 昇格には同学歴男

性より長い年限を必要とし、一定の等級以上への昇格を想定

しないもの」を訓すて昇格管理を行なつていた 。・・ 。と言

う言葉:これこそが現在生きて普遍性を持つた言葉、多<の
女性たちが聞きたかった言葉で調嘉ぬ 。

「労基法4-と 断定されたこの判決を、女性たちに

活用して欲しいと思う。40年間働いて、10年間戦判で闘

つて、50年目にして手に入れた重い重い権利なのだから、

私一人の適用で終ってしまつては悲ししヽ

10年の戦判の間も法廷で差別、蔑視にさらさ織 会社

側証人は昭和シェルの女性たちの仕事を R起聾綺知「新人の

や召躍期 などと貶めた。この人は一体何から何を守ろうと

しているのかと、その度に思つた 部下を貶めて何かを守れ

るの? 代理人はある時は高圧的にある時は嘲笑的に昭和シ

ェリu日勘<女性たちを貶めた

代理人にこのようなことを言わせる会社つて何?
鋼 醐出訴した。とりあえず降りかかる人の粉は払わなけれ

ばならないがt BIlシェルの人権無視体質と法律違反を世界

中に知らせなljnぬらなしヽ トライバーの半数は女性だと

いうことを忘れなし
瓶島翫鍵議請

lミ
発
し`
ガょり)几

昭和シェ)嘱女差別裁判 東京地裁 会社に4536万円の支払を命じる !

公的年金分の差別をも認める画期的判決 l

l月 29日 16時、昭和シェル男女差別裁判判決の法廷はいつぱいの開聴者で判決を待つた 申 日こ対しヽ 45
36万6925円を支払え」の声が響<.5矧まどで判決主文の読み上げが終わり、裁判長の退出と同時に拍手が携き起

こつた 原告の野崎さんに早速花束胡渡され 地裁前でま勝利の薔板をもつ       こ

…判決の幅要は以下のとおりてみ醜

1.判決は原告が訴えた格付け、興鏡朝」の金て督徹戯 月雌 備 、鴎 鱗 金 lM障金媛朗」がなけ

れば得られたであろうは」の金てについて損害賠償するよう昭和シェル石油饉命じた 支払か昴じられた金田ま45
63万6952円である (請求韻5290m。

2.判測ま囲MD― ン鋪 llmとで臥

昭和石油とシェル石融自絣備の移行格付け、昭

和シェル0            とで

の資格椙付けおよ         らは明ら

かに男如こよ

…

張 とした

aそ の上でこのよう        、―
給の格差があ劉映日欄 雌 きると伝

企業側で      づけ      外

の事情の存在を主張車証しな刷日ぬ らないと

した

4。 そして被告会社が主張してきた仕事の違しヽ

その他の理由はいずれも格差を含目的とするも

のではないとして性による詢B虫爾輌曽頷融劇L
5。 さらは 職能資格等級制度の運用が差別的に

お

…

ことを認定したうえ 原調 」

受けなけれ|よ 原告が主張する通りの帽付けに

あったと認定した

6.こうしにョ5Шは

一

については

傘面的□原告の請求を認め趨哄 差別による精

晦 |こ対すそ堀短期釧ま経済礎藩蓼げ汎里ゆら

れれば自われるとして調めなかつた

臨 締 290万円との調ま

'醸

酬臥 ―
金・公的雌金増来分の算出方法に違いと弁護土費用

の差異だけで、完勝といえるもまた姿格についても

野崎さんの定年時の資格(H)の 4ランク上のS2
というランクを説

判決は「実際の運用においては男性社員は学歴別

年功制質を重割こ置き、■定年令以Jまこれ珊

狐 臥 男犠 暖 剛 萌 を翻 記 て

'鞭

目 餞 精

う一方、
―

については男性とは別の昇格基準

御 をさほど考慮せず、昇格には同引歴男性より

長い錮限を必要とし       への昇格を想

定しないもの)を訓サて昇格管理を行つていたとみることが出来る」と明確に書いてい&
これは原告に対するだけでな<職能資格制度のもとで070シェルに働<女性全てに対し差別が存在することを認めたの

だ。さらに男女差別裁判では公的年金の損害額を認めに初めての判決であり、損自額も 1人に対するものとしては最高額

だ:芝信の勝利和解につぐ価値ある判決であり、男女差別裁判を闘う原告たちにも大きなプレゼントとなつた

０
′



1‐ 卜・派遣・非常勤でも生活できる賃金を !‐ 働き方による差別をなくそう !

～間接差別をなくし、同一価値労働同一賃金を実現する～

駒 鋼 ″          '

【呼びかけ人】 浅倉むつ子  伊田 広行  大沢 真理  大野 町子  大脇 雅子

木下 武男  木村 愛子  熊沢  誠  小宮山洋子  柴山恵美子

清水 澄子  工路 怜子  竹中恵美子  津和 慶子  寺沢 勝子

中島 通子  中西 珠子  中野 麻美  林  弘子  林  陽子

福島 瑞穂  船橋 邦子  松本 惟子  円 より子  三山 雅子

森 ます美  山本  博  吉川 春子  脇田  滋

皆様お元気でご活躍のことと存じます。

2000年 2月 にはじめられた「均等待遇 2000年キャンペーン」の活動は、2001年 4月 より、「均等待遇

アクション 2003」 に引き継がれ、これまでさまざまな活動に取組んできました。

この運動の目的は、労働団体やマスコミでも当たり前に使われるようになった「均等待遇」という言葉を

さらに定着させ、2003年 までに問接差別禁止と均等待遇を関連法に組み込ませること、具体的には①パー

ト法を改正し、「均等待遇」を明記させる、②間接差別の禁止を均等法などの法律に明記させる、③同一価

値労働同一賃金を実現させることで、それにより雇用形態の違いによる差別禁止を実現することです。

今、グローバリゼーションが加速化する中で、働く人々をめぐる状況は一層厳しくなっています。5.5%

という高い失業率が続くなか、イヽ泉内閣はこの国会で、使用者の労働者解雇を容易にし、期限切れを理由に

いつでも簡単に使い捨てできる有期労働者や派遣労働者を拡大するよう、労働基準法や労働者派遣法の改悪

を進めようとしています。一方、総務省の発表によれば、2002年末には非正社員の数は 1510万人で過去

最高となり、労働者の非正規化が急速に進んでいることを示しています。これは雇用労働者の 3人に 1人

の割合ですが、女性は半数以上が正規雇用の枠外で働くことを余儀なくされ、均等法や育児・介護休業法の

対象外におかれています。均等待遇を求める運動の成功の重要性はますます高まっています。

均等待遇アクション2003は、IL0175号 (パー ト労働)条約批准を求める請願署名に取組み、7万筆を

越える署名を国会に届けました。2001年秋にはILOとオランダを訪問し、オランダでは均等待遇を前提と

したワークシェアリングの実情を調査、翌年には ILOか ら専門スタッフを日本に招いて全国 4ヵ 所でシン

ポジウムを行うなど、成果をあげてきています。とくにパー トの均等待遇の法制化に向け、審議会の傍聴、

国会議員への働きかけなど精力的に行い、「緊急アピール」を発表して幅広く賛同者を募るなど、世論の喚起

に取組んできました。福岡、大阪、東海、千葉などでは実行委員会も作られています。

引き続き、法制化に向けた具体的な取組み、女性差別裁判支援、シンポジウムなど多彩な活動で「均等待

遇アクション2003」 をぜひ成功させたいと思います。

以上の趣旨に多くの皆さまがご賛同くださいますよう、心からお願い申し上げます。

均等待遇アクション2003賛 同申し込み書

お名前 ご住所

TEL                 FAX Email

ご意見・メッセージ

賛同費 年 2000円 (4月 から翌年 3月 /団体は 2日以上のご協力をお願いします)

【事務局】359-1151 所沢市若狭 3-2555-15
h&Fax 1 042-949-5231 Eメ ール:                m
郵便振替日座 00150-8-177861 均等待遇アクション2003
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